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試験施設等に関する安衛法ＧＬＰ適合確認要領 

 

第１～第３ （略） 

 

第４ 適合確認の効力 

１ 適合確認の効力は、適合確認日から生じ、当該適合確認

日から起算して３年を経過したときは、その効力を失う。

ただし、天災その他の不可抗力により、当該適合確認日から

起算して３年を経過する日（以下「当初失効日」という。）の

前日までに適合調査を実施できない場合であって、当初失効

日から起算して６月前までに第３の１の申請手続を行い、当該

申請に係る調査結果が適合と評価されたときは、当該当初失

効日以後も、なおその効力を有する。 

 

試験施設等に関する安衛法ＧＬＰ適合確認要領 

 

第１～第３ （略） 

 

第４ 適合確認の効力 

１ 適合確認の効力は、適合確認日から生じ、当該適合確認

日から起算して３年を経過したときは、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

第５～第 10 （略） 

 

２ （略） 

 

第５～第 10 （略） 

 


